
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県学校安全互助会では児童生徒等の安全や健康を推進する事業を応援しています 

申請から受け取りまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページから 

必要な書類を 

ダウンロードして記入 

申請書類を下記宛先に提出 

交付決定が通知された後、 

事業終了後 30 日以内に書類を提出 

助成金の受け取り ※助成金の前払いは不可 

（当互助会 HP） 

審査 

活動実績を確認 

一般財団法人 岩手県学校安全互助会 
〒020-0015 盛岡市本町通二丁目 1 番 36 号 浅沼ビル 4 階 

電話番号：019-654-3027 e-mail：igag@biscuit.ocn.ne.jp 
ホームページ：https://www.iwate-anzen.jp 

申請受付期間 

令和 8 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年７月 31 日 

※予算額に達した場合は期間途中でも終了となります 

助成金額 

1 団体につき 最大 10 万円 

申請期限 

活動実施の１か月前まで 

対象となる事業 

 ・通学や通園の安全のための事業 

 ・学校や園などの安全のための事業 

 ・クラブ活動等での安全のための事業 

 ・健康や安全に関する事業 

注意事項 

 ・対象となる支出は事業に直接必要な費用 

 ・複数の施設を運営されている法人の場合は 

  １法人につき申請は１件 

※詳しくは要綱をご覧ください 

 

（助成金の活用例は当互助会 HP で公開中） 


